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            会津若松市監査委員  江  川  辰  也 

            会津若松市監査委員  戸  川  稔  朗 

 

   平成 27年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足 

   比率の審査意見書について 

会津若松市監査基準に準拠し、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律第３条第１項及び第 22条第１項の規定により、審査に付された

平成 27年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率並びにその

算定の基礎となる事項を記載した書類を審査した結果について、別紙

のとおり意見書を提出します。 

 

 



平成 27 年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 

 

 １ 審査の種類  

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下「財政健全化法」とい

う。）第３条第１項及び第 22 条第１項の規定に基づく審査 

 

２ 審査の対象 

平成 27 年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率並びにその

算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

 ３ 審査の着眼点  

  全国都市監査委員会が定める「監査の着眼点」の「第 10 健全化判断比

率等審査の着眼点」に基づき審査を行った。 

 

４ 審査の主な実施内容 

平成 27 年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率並びにその

算定の基礎となる事項を記載した書類が財政健全化法に基づき適正に作

成されているかどうかを確認するために、算定の基礎となる事項を記載し

た書類と関係諸帳簿及び資料との照合を行ったほか、関係職員から説明を

聴取し、審査を行った。  

 

５ 審査の実施場所及び日程  

  書類審査 監査事務局内 平成 28 年７月 19 日～平成 28 年８月５日 

 

６ 審査の結果  

審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基

礎となる事項を記載した書類については、いずれも適正に作成されている

ものと認められる。 

 

ア 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項に定める健全化判

断比率                            

                              （単位：％） 

項  目 

本市の数値 
法に定める基準 

（平成 27 年度） 

平成 27 年度 

決算 

平成 26 年度 

決算 

早期健全化基

準 
財政再生基準 

実質赤字比率 － － 11.84 20.00 

連結実質赤字比率 － － 16.84 30.00 

実質公債費比率 10.8 12.6 25.0 35.0 

将来負担比率 36.3 39.3 350.0  

（注）実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、実質赤字額又は連結実

質赤字額がないため、「－」で表示される。 

  



イ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22 条第２項に定める資金不

足比率 

（単位：％） 

特別会計の名称 
平成 27 年度 

決算 

平成 26 年度 

決算 

経営健全化基

準  

会津若松市水道事業会計 － － 20.0 

会津若松市湊町簡易水道事業特

別会計  
－ － 20.0 

会津若松市西田面簡易水道事業

特別会計  
－ － 20.0 

会津若松市観光施設事業特別会計  － － 20.0 

会津若松市下水道事業特別会計 － － 20.0 

会津若松市地方卸売市場事業特

別会計  
－ － 20.0 

会津若松市農業集落排水事業特

別会計  
－ － 20.0 

会津若松市個別生活排水事業特

別会計  
－ － 20.0 

会津若松市三本松地区宅地整備

事業特別会計  
－ － 20.0 

（注）資金不足比率については、資金不足額がないため、「－」で表示される。 

   

７ 審査の意見  

健全化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、

対象となる全ての会計において黒字であることから、比率として表記され

る数値はなかった。 

 実質公債費比率については、３カ年平均で 10.8％となり、前年度と比 

べて 1.8 ポイント下がった。 

   将来負担比率については、36.3％となり前年度と比べて 3.0 ポイント下

がった。 

以上のとおり健全化判断比率及び資金不足比率については、いずれも早

期健全化基準及び経営健全化基準を下回っており、財政健全化法に基づく

財政健全化計画及び経営健全化計画の策定を必要とする状態にはない。 

なお、普通会計の起債残高は、平成 18 年度末の約 589 億円から、平成

27 年度末には約 458 億円と、100 億円以上減少し、その結果実質公債費比

率も平成 18 年度の 19.3％から平成 27 年度の 10.8％に大幅に改善したと

ころであり、これまでの財政健全化に向けた努力が、これらの数字に成果

として表われているものと評価するものである。 

しかしながら、一方で県内他市及び類似団体との比較においては、数値

が平均以上で順位的にも中位以下となっていることから、今後も引き続き

市債の適正な管理に努めていく必要がある。 

 

   



（参考） 

ア 年度間比較                                    

項  目 平成 18 年度 平成 27 年度 

実質公債費比率（％） 19.3 10.8 

地方債残高（普通会計）（千円） 58,941,028 45,866,247 

 

イ 団体間比較  

 （単位：％）      

項  目 実質公債費比率 備 考 

会津若松市（平成 26 年度） 12.6  

県内 13 市平均（平成 26 年度） 9.9 会津若松市 13 市中 8 位 

類似団体平均（平成 26 年度） 7.1 会津若松市 88 市中 81 位 

 


